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地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
252条

の
37第

５
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
包
括
外
部
監
査

人
鈴
木
和
郎
か
ら
平
成
24年

３
月
28日

に
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
252条

の
38第

３
項
の
規
定
に
よ
り
、
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。
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包
括
外
部
監
査
人
 
鈴
 
木
 
和
 
郎
 
□印
 

 
平
成
23年

度
包
括
外
部
監
査
報
告
書
に
つ
い
て
 

 
地
方
自
治
法
第
252条

の
37第

５
項
及
び
平
成
23年

４
月
１
日
付
け
包
括
外
部
監
査
契
約
書
第
８
条
に

基
づ
く
包
括
外
部
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
別
紙
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。
 

（
監
査
総
務
課
）

様

和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
、
福
島
県
知
事
か
ら
次
の
と
お
り
措
置
状
況

の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
公
表
す
る
。
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平
成
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月
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福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 
□印

定
期
監
査
に
係
る
措
置
状
況
に
つ
い
て
（
通
知
）
 

平
成
24年

２
月
２
日
付
け
23福

監
第
147号

で
報
告
の
あ
り
ま
し
た
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
別
紙
の
と

お
り
措
置
を
講
じ
ま
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
第
199条

第
12項

の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。
 

（
別
紙
）

定
期
監
査
に
係
る
措
置
状
況
に
つ
い
て
 

１
 
い
わ
き
地
方
振
興
局
 

 
 
監
査
対
象
年
度
 
 
平
成
22年

度
 

監
査
実
施
年
月
日
 
平
成

24
年
１
月

11
日

平
成
24年

２
月
21日

監
査
公
表
第
１
号
に
よ
り
公
表
し
た
監
査
結
果
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
 

様

「
指
摘
事
項
」
 

超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
著
し
く
適
切
で

な
い
も
の
が
あ
る
。
 

「
事
実
」
 

職
員
Ａ
ほ
か
12名

に
係
る
超
過
勤
務
手
当

に
つ
い
て
、
支
給
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ

る
。
 

 
 
正
当
支
給
額
 
 
171,160円

 
 
 
既
支
給
額
 
 
 
 
 
 
0円
 

 
 
不
足
支
給
額
 
 
171,160円

 
「
是
正
、
改
善
等
の
意
見
」
 

 
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
当
た
っ
て
は
、

支
給
要
件
等
を
十
分
確
認
す
る
と
と
も
に

チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
強
化
し
、
関
係
規
程
に
基

づ
き
適
正
に
行
う
こ
と
。
 

指
 
摘
 
事
 
項
 

  
今
回
の
超
過
勤
務
手
当
の
不
足
に
つ
い
て

は
、
所
定
の
追
給
手
続
を
経
て
適
正
に
処
理
い

た
し
ま
し
た
（
平
成
24年

３
月
14日

支
給
済
）
。 

今
後
は
、
職
員
に
再
度
制
度
等
を
周
知
し
、

該
当
す
る
業
務
を
行
う
場
合
は
、
必
ず
本
人
に

申
請
さ
せ
る
と
と
も
に
、
定
期
的
に
各
部
室
の

副
部
室
長
、
予
算
確
認
者
が
そ
れ
ぞ
れ
関
係
帳

簿
等
の
突
合
を
行
い
、
適
正
な
支
給
に
努
め
る

こ
と
と
い
た
し
ま
す
。
 

措
 
置
 
状
 
況
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対
象
年
度
 
 
平
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22年

度
 

 
 
監
査
実
施
年
月
日
 
平
成
23年

11月
８
日
 

「
指
摘
事
項
」

 
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
著
し
く
適
切
で

な
い
も
の
が
あ
る
。

「
事
実
」

 
職
員
Ａ
ほ
か

23名
に
係
る
超
過
勤
務
手
当

に
つ
い
て
、
支
給
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ

る
。

 
 
正
当
支
給
額
 
 
167,586円

 
 
 
既
支
給
額
 
 
 
 
 
 
0円
 

 
 
不
足
支
給
額
 
 
167,586円

「
是
正
・
改
善
の
意
見
」

 
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
当
た
っ
て
は
、

支
給
要
件
等
を
十
分
確
認
す
る
と
と
も
に

チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
強
化
し
、
関
係
規
程
に
基

づ
き
適
正
に
行
う
こ
と
。
 

指
 
摘
 
事
 
項
 

 
今
回
の
超
過
勤
務
手
当
の
不
足
に
つ
い
て

は
、
所
定
の
追
給
手
続
を
経
て
適
正
に
処
理
い

た
し
ま
し
た
（
平
成
24年

２
月
８
日
支
給
済
）
。 

ま
た
、
職
員
に
対
し
て
、
関
係
規
程
を
遵
守

す
る
よ
う
所
内
研
修
等
に
お
い
て
周
知
及
び

指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
業
務
の
進
捗
状
況
管

理
及
び
超
過
勤
務
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
強
化

し
、
超
過
勤
務
手
当
の
適
正
な
執
行
を
行
う
よ

う
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
 

措
 
置
 
状
 
況
 （
監
査
総
務
課
）
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